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グリーン調達基準書 改訂履歴 
版数 改訂日 改訂内容 

Rev1.0 2001/07/01 初版制定 グリーン購入の開始 

Rev2.0 2002/09/02 部分改訂 取引先の化学物質調査への対応の為、調査対象物質の追加 

Rev3.0 2004/07/01 全面改訂 海外法規制･国内取引先への対応を強化する為、製品の化学物質含有･製造工程で

の使用に関する基準の設定 化学物質含有管理の可能な購入先からの優先購入基準の設定な

ど 

Rev4.0 2005/07/22 部分改訂 環境方針 2005 年 7 月度版に変更 

Rev5.0 2006/11/01 全面改訂 発行責任者の変更、購入先調査票及びその運用方法変更。日本語版のみ本基準書

のタイトル変更（Rev5.0 グリーン調達基準書。Rev4.0 以前 グリーン購入基準書） 

Rev5.1 2007/09/05 部分改訂 発行責任者の変更、第４章「取説・保証書類」の採用基準を変更、付属資料「参

考」に注意事項を追加、付属資料「別紙１～７」を改版 

Rev6.0 2008/10/9 全面改訂 発行責任者に開発本部長を追加。JIG101A/JGPSSI tool v3.34 対応のため、調査対

象化学物質レベル Aに PCT 類を追加、カドミウムの閾値を 75ppm から 100ppm へ変更。第４章 

包装材・印刷物に関する採用基準を見直し。別紙４～７「包装材・印刷物に関する自己宣言

書」を改版。別紙８「製造工程でのオゾン層破壊物質の不使用証明書」を追加。 

Rev7.0 2010/11/30 全面改訂 発行責任者変更 

環境方針変更 
【３】調査方法について 調査票に本基準書の関連書類追記 

【４】調査内容に採用製品・部品に関して弊社から依頼があった際、関連する書類の提出を

追記 

【５】採用製品・部品の調査と要求事項 ③について、PFOS の規制に関する化審法の改正が

2009/11 月に施行見込みから 2010/4 月施行に変更 
Rev8.0 2011/08/04 全面改訂 

第 3 章有害化学物質の調査基準を国内外の法規制から JIG に変更。禁止物質・管理物質の用

語定義追加。 

別紙３「RoHS 対応自己宣言書」改版。 

包装材・印刷物の採用基準変更（再生紙または森林認証紙の利用、環境に配慮した印刷イン

キについて、採用基準から推奨事項に変更）に伴い、別紙４「包装材・印刷物の採用基準に

関する自己宣言書」を改版。 

Rev9.0 2012/10/01 部分改訂 

発行責任者、グリーン調達基準書に関する窓口の変更、 
第 3 章.有害化学物質の調査基準の採用製品・部品の調査方法の標準を RoHS 対応自己宣言書

に変更。また、JGPSSI が発展的解消になったため JGPSSI 様式削除。それに伴い付属資料の別

紙番号採番しなおし。 
Rev10.0 2013/10/01 部分改訂 

環境方針改定。 
発行責任者、グリーン調達基準書に関する窓口の変更。 

第 3 章 JIG が国際規格 IEC62474 として発行したことを受け参照する管理基準を変更。 
第 4 章 【３】採用基準から「2)有機ハロゲン化合物の使用禁止」を【4】推奨へ変更 
別紙１「製品含有化学物質の使用／不使用宣言書」改版。 

別紙２「製造工程でのオゾン層破壊物質の不使用証明書」改版 
別紙３「RoHS 対応自己宣言書」改版。 

別紙４「包装材・印刷物の採用基準に関する自己宣言書」改版。 
Rev10.1 2014/05/08 部分改訂 

別紙１：「製品含有化学物質の使用／不使用宣言書」改版。 
Rev10.2 2016/09/07 部分改訂 

グリーン調達基準書に関する窓口の変更（開発部 ⇒ 企画開発部）。 
別紙１：「製品含有化学物質の使用／不使用宣言書」改版。 

別紙３：「RoHS 自己宣言書」改版。 

Rev10.3 2018/5/23 部分改訂 

 発行責任者の変更 
 第 3 章【6】提出書類及びデータ 

JAMP AIS 入力支援ツールの更新終了に伴い、chemSHERPA(作成支援)ツールに変更 
 化審法改正(SCCP/PBDE 禁止)の為、別紙 1：「製品含有化学物質の使用/不使用宣言書」改版 

 キガリ改正の為、別紙 2：「製造工程でのオゾン層破壊物質の不使用証明書」改版 

 参考 2：JAMP AIS 入力支援ツールから chemSHERPA(作成支援)ツールに変更 
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Rev10.4 2019/11/1 全面改訂 

・発行責任者の変更 
・第 3章【2】使用禁止化学物質・使用管理化学物質の用語定義変更。 

・第 3章【3】調査対象化学物質と閾値レベルの見直し 

・第 3章【4】【5】【6】第 2 章の内容と重複しているため削除 

・第 4章 第 2 章の内容と重複しているため削除 

・別紙 1：「製品含有化学物質の使用/不使用宣言書」改版 

・別紙 2：「製造工程でのオゾン層破壊物質・温室効果ガスの不使用証明書」改版 
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株式会社アイ・オー・データ機器は地球環境の保護･保全が世界的な重要
課題であることを認識し、弊社環境保全活動の取組みの一環として 2001
年７月からお取引先様のご協力のもとグリーン調達を推進してまいりまし
た。 

近年、環境意識の高まりのもと環境関連法の制定や強化、企業の環境保
全活動に対する社会的責任がますます強く求められるようになってきてお
ります。弊社でもこのような要求に応えて、当グリーン調達基準を適宜見
直してまいりました。 

弊社グリーン調達に当たりましては、お取引先様の環境保全活動の認証
取得状況、実施状況、化学物質に関する管理状況、それらの活動に基づく
使用禁止物質の不使用・非含有の保証体制などを確認・評価させて頂いて
おります。特に欧州 RoHS 指令である鉛･カドミウムなどの 6 物質に加え
てフタル酸エステル類(4 物質)ついてはより一層混入のリスクを抑えるべ
くお取引先様での管理徹底、適切な情報提供をお願い致しております。 

弊社は、より安全で環境にやさしい製品･部品の調達に努め、「事業活動
と自然との調和共生」の方針の基、お客様に安心してご購入頂けるように
と考えております。お取引先様におかれましては、かけがえのない地球環
境を次世代に引き継いでいくために今後とも弊社のグリーン調達にご理
解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 
2019 年 11 月 

株式会社アイ･オー･データ機器  
 
 

生産購買部 部長  加藤 光兼 
 

  

はじめに 
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第 1 章 環境方針 



 

ＥＤ１０７Ａ - 7 - 

 

 
 
（株）アイ・オー・データ機器は、より安全で環境にやさしい製品・部品を優先的に調達す

るために、お取引先様の自主的な環境保全活動の実施状況、製品や工程における環境負荷物

質の不使用･削減状況などを調査し、評価させて頂き、評価の高いお取引先様からの購入を優

先することでグリーン調達活動を推進致します。 

 

【１】グリーン調達基準書の適用範囲 

本基準書は弊社製品と製品を構成する部品を直接及び弊社の子会社･関連会社を通じて購

入させて頂くお取引様に適用致します。 

適用範囲は以下です。（以降、納入品とします。） 

• 弊社に納入頂く製品（取扱説明書等の印刷物及び包装材含む） 

• 弊社に納入頂く部品・材料 

• 副資材等 

※ 製品輸送用の梱包材や設備什器関係及び文具等の事務用品の購入においては適用除外

とします。 

 

【２】評価の高いお取引先様からの優先購入について 

お取引様の環境保全活動の実施状況及び化学物質管理状況が、弊社のグリーン調達基準を

満足していない場合は購入自体を再検討し、充分満足しているお取引様からの購入を優先

させて頂きます。 

 

【３】調査方法について 

本基準書に関する調査は、下記のように実施します。 

調査対象 目的 調査票 

取引先 環境負荷の少ない

企業からの購入を

優先するため 

• 新規購入先選定チェックシート又は購入先調査シー

ト 

• 製品含有化学物質の使用／不使用宣言書（別紙１） 

• 製造工程でのオゾン層破壊物質・温室効果ガスの不

使用証明書(別紙 2) 

納入品(製

品・部品・

包装材等) 

弊社基準に合致し

た製品・部品・包装

材の採用を推進す

るため 

• 製品含有化学物質の使用／不使用宣言書（別紙１） 

• 製造工程でのオゾン層破壊物質・温室効果ガスの不

使用証明書(別紙 2) 

• RoHS 自己宣言書（別紙３） 

• chemSHERPA（参考２） 

• 包装材の採用基準に関する自己宣言書（別紙４) 

 

  

第 2 章 グリーン調達活動 
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なお、調査票は弊社ホームページに掲載しておりますのでご利用ください。 

 

グリーン調達[お取引先様へ] 

http://www.iodata.jp/company/environment/procurement/index.htm 

 

【４】調査内容について 

  調査は下記の通りです。 

(１） 環境保全活動の実施状況 

環境保全活動への取り組みについて『新規購入先選定チェックシート』又は『購入

先調査シート』にて調査させていただきます。主な調査項目は以下となります。 

• ISO14001 の認証を取得しているか。 

• 環境保全に関する活動が行われているか。（環境方針、活動状況等） 

 

(２） 化学物質管理の状況 

① 納入品に対して、弊社指定の使用禁止化学物質及び使用管理化学物質の使用状況

を調査させていただきます。調査については、別紙１『製品含有化学物質の使用

／不使用宣言書』および別紙２『製造工程でのオゾン層破壊物質・温室効果ガス

の不使用証明書』にて行いますのでご協力をお願い致します。 

② 採用製品・部品に対して、欧州 RoHS に適合していることを確認させていただきま

す。別紙３『RoHS 自己宣言書』の提出をお願い致します。また、必要に応じ

『chemSHERPA(作成支援)ツールで作成された shai ファイル若しくは shci ファ

イル』、分析評価結果等の提出をお願いする場合があります。 
③ 包装材に対して、追加調査として別紙４『包装材の採用基準に関する自己宣言書』

を提出してください。 

 

【５】機密保持 

入手した内容は、グリーン調達関連以外の目的には利用いたしません。また弊社内で

のみ使用し、外部に公表することはありません。 

 

【６】グリーン調達基準書に関する窓口 

・ 取引先評価関連  ： 生産購買部 

・ 製品・部品評価関連： 企画開発部 

・ 本基準書等制度全般： 生産購買部 

 

  

第 2 章 
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【１】目的 

全ての納入品を対象として、国際規格「電気・電子業界及びその製品に関するマテリアル

デクラレーション（IEC62474）」に基づいた化学物質の含有調査、評価を行うことにより

効率の良い調査を行うことを目的とします。 

 

【２】定義 

・使用禁止化学物質 

対象製品・部品及び包装材への含有が禁止される物質。国内外での法規制で使用が禁

止又は制限されている物質です。 

 

・使用管理化学物質 

対象製品・部品及び包装材への含有有無、用途、及び濃度等の把握を必要とする物質。

削減・代替の検討を必要とする物質です。 

 

【３】調査対象化学物質と閾値レベル 

調査対象の化学物質は別紙１『製品含有化学物質の使用／不使用宣言書』に規定されてい

る物質です。対象化学物質は、IEC62474 で示された物質(群)に準拠しています。物質群

に含まれる例示物質や用語・定義は、IEC62474 を参照してください。 

 

 

 

第 3 章 有害化学物質の調査基準 
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参考１）新規購入先選定チェックシート又は購入先調査シートの例 
 

新規購入先選定チェックシートからの抜粋 
 

 

 
(株)アイ・オー・データ機器 

4/9 

 

品質保証関連 

１） 品質ISO9001 

取得（ 取得日：   年  月）  、  未取得 ＊予定有り（ 予定日：   年  月）  

２） 品質目標、方針を記入下さい。  

                                                              
                                                              

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
 

３） 品質保証体系図 

       ③有（別紙 に記入して下さい）  、  無 

 

４） 品質保証部門は技術、製造部門から独立していますか。      はい 、  いいえ 

 

５） 御社の品質管理責任者 

 

  氏名                 役職名 

６） 品質保証に関する認証規格の有無、その内容及び今後の取得予定（ ISO9001を除く ）  

                                                              
                                                              
                                                              

                                                              
                                                              
                                                              
 

 

環境保全関連 

１） 環境に関する認証規格の有無、その内容及び今後の取得予定 

  有） 認証規格名：            無） 取得予定規格名：         

 

                       取得予定日：    年  月   

 

２） 環境方針、目的・ 目標・活動状況を記入下さい。（ 別紙添付でも可）  

                                                              
                                                              

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
 

３） 御社の環境管理責任者 

 

  氏名                 役職名 

４） その他 

・ 法的要求などで禁止されている化学物質を含まないことを保証できますか。  

はい・ いいえ 

 

④・ 保証できる場合は別紙 「使用禁止化学物質の不使用証明書」 を提出下さい。  
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別紙１）製品含有化学物質の使用／不使用宣言書 
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別紙２）製造工程でのオゾン層破壊物質・温室効果ガスの不使用証明書 
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別紙３）ＲｏＨＳ自己宣言書 

 
 

(株)アイ・オー・データ機器　行き 作成日：
Attn: I-O DATA DEVICE, INC. Issued by (yyyy/mm/dd)

会社名 Company name

責任部署及び役職 Division Name and Job title

責任者 Responsible person 印　or　Signature

連絡先(所在地) Contact information (Address)

                          　 (ＴEL)

　　　                  　　(eMail)

対象部品）
Scope）

対象物質）

Substances)

無し
Not Included

有り

<規制除外用途>

Included

<Exempted use>

0.01wt％
（100ppm)

0.1wt％
(1000ppm）

0.1wt％
(1000ppm）

0.1wt％
(1000ppm）

0.1wt％
(1000ppm）

0.1wt％
(1000ppm）

無し 有り

Not Included Included

0.1wt％
(1000ppm）

0.1wt％
(1000ppm）

0.1wt％
(1000ppm）

0.1wt％
(1000ppm）

※ [Exempted use code] シート参照　　記入例：コンデンサ/7(c)-I
　　Please refer to the sheet "Exempted use code",　　Example： Capacitor/7(c)-I 　

補足）
Note)

Rank 確認項目 Check items

N/A 00

form ED107A-14-09d

　　年    月    日

確認欄

フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

フタル酸ブチルベンジル (BBP)
Butyl benzyl phthalate (BBP)

フタル酸ジブチル (DBP)
Dibutyl phthalate (DBP)

（参考）アイ･オー･データ機器の「グリーン調達基準書」掲載のホームページアドレス

http://www.iodata.jp/company/environment/procurement/index.htm

For reference, the following is home address for “I-O DATA DEVICE, INC. Green Procurement Standards” at WEB site.

←「有り」の場合、使用部位と全廃予定時期を記入ください

六価クロム化合物
Hexavalent Chromium Compounds

鉛及びその化合物
Lead and Lead Compounds

物質名
Substance

カドミウム及びその化合物
Cadmium and Cadmium Compounds

←If any substances are included, please describe application
area, the planned total abolition (replacement) date.

ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDE類）
Polybrominated Diphenyl ethers (PBDEs)

最大許容濃度

（閾値）

Max. Tolerance

concentration

(threshold)

RoHS自己宣言書

We hereby declare that restricted substances of EU RoHS Directive(2011/65/EU) are not contained, except for the cases of the exempted application and/or less than
maximum concentration values of EU RoHS Directive. And future design changes to ensure that it conforms to EU RoHS directive.

当社は欧州RoHS指令(2011/65/EU)の制限物質を含有していないことを宣言します。ただし欧州RoHS指令における適用除外用途の場合及び最大濃度未満の場合を除きます。ま
た将来の設計変更等にも欧州RoHS指令に対応することを約束します。

Declaration of RoHS

未入力あり Not entered

I-O DATAの品目コード
Part Number for I-O DATA(P/N)

部品名
Ｐart Name(Description)

Judgement of exempted use, threshold of environmental substances, content/not content shall be made by EU RoHS directive.
Refer the below diagram.

フタル酸ジイソブチル (DIBP)
Diisobutyl phthalate (DIBP)

水銀及びその化合物
Mercury and Mercury Compounds

ポリ臭化ビフェニール類（PBB類）
Polybrominated Biphenyls (PBBs)

欧州RoHS指令に則り、適用除外・閾値・含有/非含有を判断してください。参考までにケーブルの部品の構成単位となる事例を紹介します。

閾値以上の含有の有無

Inclusion above the threshold ←「有り」の場合、使用部位と該当する除外用途コードを記入ください(※)

←If any substances are included, please describe application
area, exempted use code.(※)

対象物質 Substances

（４）ジャケット（外部皮膜）
Jacket(exterior coating)

（３）絶縁体（内部皮膜）
Insulator(interior coating)

（２）めっき
Plating（１）導体

Conductor

（２）

図の（１）～（４）それぞれを分母とし対象物質の含有を

判断すること
Judgement must be based on homogeneous material ｌ
ike from (1) to (4).

on off
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参考２）chemSHERPA-AI(作成支援)ツール <イメージ> 
 
 回答は chemSHERPA-AI(作成支援)ツールにて作成した shai ファイルにてお願いします。 
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別紙４）包装材の採用基準に関する自己宣言書 
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株式会社 アイ・オー・データ機器 
 

www.iodata.jp 


